
和歌山県 県土整備部

安全管理の強化について



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領休業４日以上の死傷災害の推移（建設業）

休業4日以上の死傷災害の推移（建設業）

出典：労働災害統計（職場のあんぜんサイト）

（人）（人）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領事故の型別休業4日以上の死傷災害（建設業）

事故の型別休業4日以上の死傷災害（建設業）

出典：グラフでみる和歌山県の労働災害 令和3年度版（和歌山労働局）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領事故の発生状況（県土整備部発注工事）

県土整備部発注工事における事故件数の推移

（件）

（年度） （令和3年7月末時点）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領事故の発生状況

県土整備部発注工事における事故の傾向

・高所からの墜落・転落事故、準備工等における伐木作業中の
事故が多い

・安全管理に関する基本的事項の遵守の不徹底

・危険軽視、慣れ、近道行為等の被災者本人の不安全行動※

※ 不安全行動 ・・・ 「危ない」と知りながら危険な行為をする



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領建設業における事故防止対策

建設業の特徴

・ 重層下請構造
・ 所属の異なる労働者が同一場所で作業
・ 短期間で作業内容が変化

労働災害防止対策の推進

・ 工事現場において元方事業者による統括管理
・ 工事現場を管理する本店、支店、営業所等工事現場への的確な指導・援助
・ 危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）と、その結果に基づく措置の実施
・ 事業者の主体的能力に応じた労働安全衛生マネジメントシステムの導入を推進

工事現場における安全衛生水準の向上を図る

出典：建設業における総合的労働防止対策（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）

出典：建設業における総合的労働防止対策（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領労働安全衛生マネジメントシステム

出典：建設業における総合的労働防止対策（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領墜落・転落事故防止

高所作業とは

労働安全衛生法令では、墜落による労働者の危険を防止する
措置として、高さ２メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作
業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆
い等を設けて墜落自体を防止することが原則。

しかし、こうした措置が困難なときについて、労働者に要求性能
墜落制止用器具（旧：安全帯）を使用させる等、代替の墜落防止
措置が認められている。

出典：労働安全衛生法令における墜落防止措置と安全帯の使用に係る主な規定
（厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領墜落・転落事故防止

要求性能墜落制止用器具とは

○政令等の改正

・胴ベルト型安全帯による、墜落時の内蔵の
圧迫や胸部等の圧迫による危険性
・国際規格等におけるフルハーネス型安全
帯の採用

・安全帯 ⇒ 墜落制止用器具に名称変更
・性能要件の見直し
・特別教育の新設

【要求性能とは】
「墜落による危険のおそれに応じた性能を
有する」の意（安衛則第130条の５）

出典：安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領墜落・転落事故防止

出典：安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）

完全施行日 令和4年1月2日～



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領伐木作業中の事故防止

出典：労働災害統計（職場のあんぜんサイト）

伐木作業について

死傷年千人率※（休業４日以上）による業種別比較（令和元年）

全産業 ２．２
建設業 ４．５
林業 ２０．８

※年千人率とは、労働者１,０００人あたり１年間に発生する死傷者数を示すもので、次式で表される。

年千人率＝（１年間の死傷者数）／（１年間の平均労働者数）×１，０００

極めて危険を伴う作業であり、一層の安全管理が必要



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領伐木作業中の事故防止

出典：伐木作業等の安全対策の規制が変わります！（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署）

伐木作業に関する安衛則の改正について（令和元年8月1日施行）

受け口を作るべき立木の対象を胸高直径40cm以上のものから20cm以上に拡大
する等、立木の伐倒時の措置を義務付け

事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者及び労
働者に対して、かかり木の処理における禁止事項を規定

事業者は、立木の高さの２倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該
立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこ
と等を規定

事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護
衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣を着用すること
を義務付け



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領伐木作業中の事故防止

出典：「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正（厚生労働省HP）



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領土木工事共通仕様書

1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更（抜粋）

２．休日または夜間の作業連絡

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合

で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、

事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。

ただし、現道上の工事については書面により提出しなけれ

ばならない。



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領施工計画書（記載例）

発注者の連絡先に、昼
間と夜間休日の電話番
号を併記

発注者

和歌山県○○振興局建設部
○○課　担当○○

ＴＥＬ　０７３-○○○-○○○○
FAX　０７３－×××－××××

夜間休日の連絡先
０９０－△△△－□□□□



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領参考

職場のあんぜんサイト URL ： https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx



和歌山県 県土整備部

週休２日工事実施要領参考

林業・木材製造業労働災害防止協会 URL ： http://www.rinsaibou.or.jp/index.html


